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規

則

東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
六
号

東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
()表
中

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
()裏
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中

「

」
を
「

」
に
改
め

る
。別

記
第
六
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
、
第
十
四
号
様
式
()表
、
第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様

式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
か
ら
第
二
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を

削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
()表
中
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「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
()表
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中
「あ

て

」
を
「宛

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施

行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
、
第
三
号
様
式
か
ら
第
十
号
様
式
ま
で
、
第
十
四
号
様
式
、
第
十
五
号
様

式
、
第
十
七
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
二
十
六
号
様
式
ま

で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
三
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
七
号

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行

規
則
を
廃
止
す
る
規
則
別
記
第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
五
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
か
ら
第

十
三
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
五
号

東
京
都
廃
棄
物
条
例
（
平
成
四
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

広
域
的
に
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
令
和
三
年
度
の
受
入
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

受
入
産
業
廃
棄
物
の
排
出
区
域

東
京
都
全
域

二

受
入
産
業
廃
棄
物
の
種
類
、
受
入
場
所
及
び
受
入
基
準

別
表
の
と
お
り
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三

受
入
量

年
量
九
〇
、
〇
〇
〇
ト
ン

四

受
入
対
象
事
業
者

㈠

産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
場
を
都
内
に
有
す
る
者
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

ア

小
売
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円

以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
十
人

以
下
の
会
社
及
び
個
人

イ

サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む

も
の
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千

万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百

人
以
下
の
会
社
及
び
個
人

ウ

卸
売
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
一
億
円
以

下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下

の
会
社
及
び
個
人

エ

製
造
業
、
建
設
業
、
運
輸
業
そ
の
他
の
業
種
（
ア
か
ら
ウ

ま
で
に
掲
げ
る
業
種
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る

事
業
と
し
て
営
む
も
の
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出

資
の
総
額
が
三
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従

業
員
の
数
が
三
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人

㈡

㈠
に
規
定
す
る
者
か
ら
中
間
処
理
の
委
託
を
受
け
、
か
つ
、

都
内
に
中
間
処
理
施
設
を
有
す
る
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者

㈢

そ
の
他
特
に
知
事
が
受
入
れ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者

五

処
分
方
法

埋
立
処
分

六

搬
入
者
の
範
囲

四
に
掲
げ
る
事
業
者
の
う
ち
知
事
が
搬
入
を

承
認
し
た
事
業
者
又
は
そ
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
産
業
廃

棄
物
収
集
運
搬
業
者

七

搬
入
者
の
遵
守
事
項

㈠

搬
入
で
き
る
産
業
廃
棄
物
は
、
受
入
基
準
に
あ
っ
た
も
の
に

限
る
。

㈡

運
搬
は
、
あ
ら
か
じ
め
届
出
を
し
た
車
両
に
限
る
。

㈢

運
搬
中
は
、
シ
ー
ト
掛
け
等
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
の
飛
散
防

止
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

㈣

処
分
場
の
受
付
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
搬
入
カ
ー
ド
及
び
産

業
廃
棄
物
管
理
票
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈤

検
査
に
必
要
な
産
業
廃
棄
物
の
抜
取
り
に
協
力
す
る
こ
と
。

㈥

処
分
場
内
に
お
い
て
は
、
係
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠

道
路
の
種
類

一
般
国
道

㈡

路
線
名

四
百
十
一
号

㈢

変
更
の
区
間

八
王
子
市
宮
下
町
三
十
九
番
二
地
先
か
ら
同

所
四
十
一
番
一
地
先
ま
で

㈣

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠

道
路
の
種
類

都
道

㈡

路
線
名

高
月
楢
原

㈢

変
更
の
区
間

八
王
子
市
宮
下
町
六
十
四
番
二
地
先
か
ら
同

所
四
十
六
番
一
地
先
ま
で

㈣

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り

三
㈠

道
路
の
種
類

都
道

㈡

路
線
名

淵
上
日
野

㈢

変
更
の
区
間

八
王
子
市
宮
下
町
三
百
十
番
二
地
先
か
ら
同

所
三
十
九
番
二
地
先
ま
で

㈣

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑶
の
と
お
り
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公

告

建
設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
の
公
告
に
つ
い
て

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

処
分
し
た
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
一
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
山
玉

豊
島
区
北
大
塚
一
丁
目
十
四
番
地
七
号

知
見

章

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

三
十
）
第
一
四
九
五
七
三
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

営
業
所
の
所
在
地
又
は
建
設
業
者
の
所
在
が
確
知
で
き
な
い
事

実
を
公
告
し
、
そ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
被
処

分
者
か
ら
申
出
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
の

二
第
一
項
に
該
当
す
る
。

建
設
業
の
営
業
の
停
止
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
法

第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
一
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
熊
谷

東
京
都
江
東
区
北
砂
六
丁
目
二
十
四
番
十
一
号

熊
谷

淳

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

〇
一
）
第
一
三
二
六
六
一
号

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

㈠

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部
（
処
分
を
受
け
る
前
に
締
結
さ
れ
た

か

し

請
負
契
約
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
施
行
、
施
行
の
瑕
疵
に
基
づ

く
修
繕
工
事
の
施
行
等
を
除
く
。
）

㈡

期
間

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
の
三
日

間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
熊
谷
及
び
同
社
職
長
は
、
千
葉
県
四
街
道
市
内
の
民

間
工
事
に
お
い
て
、
平
成
三
十
年
五
月
十
四
日
、
鉄
骨
の
つ
り
上

げ
作
業
を
行
う
に
あ
た
り
、
他
の
法
人
か
ら
派
遣
さ
れ
た
、
法
定

の
資
格
を
有
し
な
い
労
働
者
を
、
つ
り
上
げ
荷
重
一
ト
ン
以
上
の

移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
玉
掛
け
の
業
務
に
就
か
せ
た
。

以
上
の
こ
と
が
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭

和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
四
十
一
条
に
違
反
し
、
株

式
会
社
熊
谷
及
び
同
社
職
長
が
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
三

項
に
該
当
す
る
。
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